








要約:総合周産期母子医療センター整備事業における大学の関与について考慮するにあた

り、基礎的資料として全国の医科大学、医学部80 校がおこなっている周産期医療の実態、

特に施設の状況について調査した。各大学により周産期医療への取り組みに大きな差がみ

られ、産婦人科、小児科両科がバランスよく連携している大学は少ない。国公立大学は私

立大学に比ペ、診療に制約があり、9-12 床以上の母体・胎児集中治療管理室と同数の新

生児集中治療管理室をもつ総合周産期母子医療センターに該当する国公立大学はない。

私立大学ではほぼこの基準に該当するのは 8-9校あると推測される。本整備事業計画に大

学が主導性をもって取り組んでいる地域がある一方、全く関与しない、あるいは施設や人

的な制約で関与できない地域もある。今後、大学がどのようにこの事業にかかわっていく

べきか,次のように考える。1.各地域の大学は質的に高度な周産期医療体制(診療、教育、

研究)の整備をはかり、 2.総合あるいは地域周産期母子医療センターの人員の供給源とな

り、3.医師以外の周産期医療従事者の教育や研修をおこない、4.医療情報、診療情報を提

供する。さらに 5.その診療の実態に応じて総合、地域周産期母子医療センター整備事業

へ関与していくことが望まれる。このためにも大学での人的資源の確保、施設の整備、ま

周産期医療に対する社会的認識を高め、合意を得ることが必要である。


